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 全国の看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）が自らの
意思で加入する専門職能団体

 会員会費で運営される公益社団法人

 全国の看護職約166万人※のうち76 万人の看護職が加入

日本看護協会とは

総計 1,660,071人

保健師 62,118人

助産師 39,613人

看護師 1,210,665人

准看護師 347,675人

※就業者数（保健師・助産師・看護師・准看護師）

（出典：平成31年/令和元年 看護関係統計資料集 日本看護協会出版会）
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日本看護協会の使命

人々の人間としての尊厳を維持し、健康で幸福でありたいという

普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献する。

そのため、
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 教育と研鑽に根ざした専門性に基づき

看護の質の向上を図る

 看護職が生涯を通して安心して

働き続けられる環境づくりを推進する

 人々のニーズに応える

看護領域の開発・展開を図る

（定款 第3条）
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日本看護協会意見（要旨）

日雇派遣に一定のニーズがあり解禁するということであれば、以下5点の確保を求める

①就業規則、処遇、業務内容など、適切な雇用管理の確保

②業務内容の観点から、日雇い派遣の看護師が行う業務は、入所者の日常的な健康管理業

務の範囲内に限定されるようにする

③派遣元による事前のオリエンテーションと、派遣先における必要な教育訓練

④派遣先施設の利用者に混乱や不安が生じないよう、派遣先が必要な説明等を行う

⑤適切な派遣実施を、労働局による監督指導等により確認する
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日雇派遣には雇用管理上の問題が懸念され、積極的には賛成できないが、

日雇派遣を解禁するのであれば、雇用管理、医療関連業務の適正実施の確保を求める

〇職業安定局の調査結果（別添）にもあるように、派遣労働では、・契約の範囲外の業務を求

められる・指揮命令系統が不明確・労働時間管理が不適切・労働者の安全・衛生面の確保 な

どの課題が指摘されている。

〇さらに日雇いなどの短期派遣では、・派遣先にすぐ順応できない・契約が細切れで収入が不安

定・事故発生時に十分な補償がされるか・チームでの役割が発揮できるかなどを、看護師自身が懸

念している。

適正な雇用管理の観点から、ケア提供の安全確保がなされない場合、看護師の日雇い派遣と

いう働きかたに懸念を抱くものであり、積極的には賛成できない。

- 3-

NSEGE
鉛筆



看護師等の派遣労働者として働く上で感じた雇用昌仟〒理との課_題(N=108)

不適切な労働時間
契約の範囲外の業

管理(就業日・就業労働者の安全・衛指揮命令系統が不
務や、想定外の業

時間・休憩時間・時生面の確保明確
務の実施

間外労働・休昨刃

14.814.820.4

看護師・;看護師の資格を有する者への調査結果③

0.9

セクシヤルハラスメ
ント

24.1

妊娠・出産を理由と
する不利益な取扱
い・ハラスメント

師の派遣"動

どのような体制
で、医療安全
管理が行われ
ているかがわ
からない

25.9

2β

育児休業・介護休
業等を理由とする
不利益な取扱い・ハ
ラスメント

として動く上で威じた,{全上のき'(N=108)(当てはまるもの全て)

起こりやすい医医療安全を推 医療安全に関医療機器'シス 事故発生時、
利用者の情報療事故等につ進する上で、同

、のように対応その他一法を習得する収集をする時いて、把握する僚とのコミュニ
間が不十分機会(研修等)ケーションが不 △がナ、い時間や機会が わからない

足しているがない

23.121327.824.1

2β

39.8

(当てはまるもの全て)

障害者である派遣
労働者の有する能その他
力の有効な発揮

37

個人情報の保護

13

37

352

サービス利用者と
のトラブル

5.6

25.0

(単位:%)

人間関係・いじめ・
パワーハラスメント

特になし

5.6

1.9

13.9

42.6

(単位:%)

特になし

ニ

=

「福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査」　集計結果（令和2年3月厚生労働省職業安定局需給調整事業課） 1- 4-
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看護師・准看護師の資格を有する者への調査結果⑤

契約が細切
れで、収入
が安定しな
い

の:
、^、、
目 動として

複数の職場派遣先にす
で働くため、ぐに順応で
健康が心配きない

33.4

^、

', する'合の懸念点(N=494)(当てはまるもの全て)

,§業務の遂行
"'間が労働期間がにより事故

自身の労務
"短期であるが生じた場

管理・雇用 ため、チー
ー、',生ため、ケアに合に、十分その他管理が煩雑
を発揮でき支障が生じな補償が受になる
るか心配、

心配

24717222.916.0

十分なキャ

リア開発が
イテえない

43.1

15

10.1 16.0

(単位:%)

特に心配は
ない

1.6 15.8

「福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズ等の実態調査」　集計結果（令和2年3月厚生労働省職業安定局需給調整事業課）
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